
答申第 6号

平成 5年 12月 2日

相模原市長 館 盛静光 殿

相模原市公文書公関審査会

会  長  高  橋  秀  夫

公文書公開 (一部公開)決 定処分 に関す る諮間

について (答申)

平成 5年 6月 1 0日 付けで諮問のあった、建築基準法に基づ

く 「工場兼事務所建築に係る確認申請書類」一部非公開の件に

ついて、別紙のとおり答申します。



審 査 会 の結論

建築 基 準法 に基 づ く確認 申請書 類 の うち一 部非公 開 と し

た、 各 種機械 、作業 台の配置図並 び に機械名及 びその出力

に係 る記 載部分 は公 開すべ きで あ る。

不服 申立人 の主 張要 旨

( 1 ) 不 服 申立 ての趣 旨

不 服 申立 ての趣 旨は、建築 基 準法 に基 づ く工 場兼事

務 所 建築 に係 る確認 申請書 類 ( 以下 「本作文書」 とい

う。 ) の 一部 ( 1 階 ( 工場 ) 平 面 図 中各種機械 、作業

台 の配 置図及 び機械 の名称 、 出力並 びに新 1 日面積等対

照 表 中基 準時及 び現 在欄 の機 械名 と出力 の記載 の部分 )

を相模 原市 長が平成 5 年 5 月 2 1 日 付 けで非公 開 と し

た処 分 の取 消 しを求 める、 とい うものであ る。

( 2 ) 不 服 申立 ての理 由

不 服 申立 人 の主張 を総 合 す る と、相模原市長 が 「建

築 主 の財 産上 の利益 を侵 害 す るおそれが あ ると認め ら

れ るため。」相模原市公文書 公 開条例 ( 以下 「条例」

とい う。 ) 第 6 条 第 1 項 第 2 号 本文 に該 当す ると した

井 公 開 の決定 は、次 に掲 げ る理 由か ら条例 の解釈及 び

運 用 を誤 って い る、 とい うもので あ る。

ア 実 施機 関 は、決 定 に当 た り、 第二 者 の意見 を強 い



た上で慎重かっ公正 に判 断 を行 うべ きであ ったに も

かかわ らず、 それを しないで一部公開の決定 をな し

たことは 「開かれた市政 の推進」のための条例第 1

条 ( 目的) 並 びに 「公開す るか どうかの決定 を迅速、

適確 に為す」 ための条例第 3 条 ( 解釈及 び運 用) の

趣 旨に反す る ものであ り、実施機関の責務違反 であ

る 。

イ 条 例第 6条 第 1項 第 2号 本文 に該 当 しない情 報 の

具体例 と して 「条例 の解 釈 及 び運用の基準Jに 「特

許発明の内容、特 許権 の設 定 ・移転等Jの 情 報 が掲

げ られて いる。本件 に係 る法人 (以下 「当該 法 人J

とい う。 )は 特許 で既 に全 て保護 されて い る レンズ

の研磨加工 を行 ってお り、非公開 と した情報 は、 当

該 レンズの研磨加工 に係 る情報であ るか ら、本号 本

文 に該当 しない。

ウ 当 該法人 であ る建築主 本人 と工場内で、機械 の種

類、配 置、騒音等 につ いて話 し合 った ことが あ り、

当該法人 は、工場 に関 して知 られ ることに抵抗 はな

いはずであ る。 ( 当該 法人 に不利益 を与 え な い と明

らか に認 め られ る もので あ る。)

工 本 件 に係 る工場 は、平 成 5 年 6 月 2 日 の市 の検査



に よ って、 神 奈 川 県 公 害 防 止 条 例 に規 定 す る騒 音 基

準 の 許 容 限度 に抵 触 して い る事 実 が あ る。 この た め

周 辺 住 民 に対 す る危 険 及 び損 害 の」: 除、 拡 大 防止 等

の た め公 開 す べ き もの で あ り、 条 例 第 6 条 第 1 項 算

2 号 た だ し書 ア に該 当 す る もの で あ る。

オ  第 一 種 住 居 専 用 地 域 に お いて、 周 辺 住 民 の雅 知 し

な い公 害 指 定 工 場 が 達 法 不 当 の可 能 性 を もって建 築

され る こ とへ の不 合 理 性 、 不 安 感 及 び心 配 等 は、社

会 通 念 に照 ら して もは な は だ妥 当性 を 欠 く。 全 部 公

開 は、 第 一 種 住 居 専 用 地 域 等 を設 け た都 市 計 画 法 の

目的 に合 致 して い る。

力 建 築確認 申請 書 に添付 され た図書 の うち、実施機

関 が請求 の対 象外 で あ る と した 「基準 時の配 置図及

び 1 、 2 階 平 面 図J 及 び新 1 日面積等対 照表中 「基準

時 の敷地面積 等 に関 す る部分J に つ いて は、話求 目

的か ら して対象 と して公 開すべ きもので ある。

また、請求 目的で あ る周辺地域 の生活環境 全般 に

影響 を及 ぼす 内容 の ものであれ ば、 申請書添付図書

にかか わ らず、基準 時 の敷地面積等 に関す る 「地籍

測量 図」又 は 「土地 実 測図」 の全部公 開 もあわせ て

改 めて要求 す る。



実施機 関 の職 員 ( 建築審査課長 ) の 説 明要 旨

実施機 関 の職 員 の説 明を総 合 す ると、本 件文書 の一部を

非公開 と した理 由は次の とお りで あ る。

( 1 ) 条 例第 6 条 第 1 項 第 2 号 本文該 当性 につ いて

ア 本 件文書 は、法人 の事業 活動 に関す る情報 であ る。

法人等 に関す る情報 の公開 に当 た って は、法人等 に

不利益 を与 え ることを防止 す る観点 か ら、本号本文

にお いて 「公開す ることによ り、 当該 法人 に不末t 益

を与 え な い と明 らか に認 め られ る もの以外 の ものJ

につ いて は、公開 しな い ことが で きる と規定 して い

る。 したが って、不利益 を与 え な い と明 らか に認 め

られ る情報 につ いて は公開 す る もので あ るが、 これ

以外 の情報 につ いて は、公 開 しな い ことがで きるも

のであ る。

イ 今 回 の決定処分 の うち、確認 申請書 ( 建築物 ) 、

案 内図、配 置図等 につ いて は公関 して も、 当該法人

に不利益 を与 えな い と明 らか に認 め られ るため公関

した ものであ り、一部非公 開 と した部分 につ いては、

公 開す る ことによ り、 当該法人 に不利益 を与 え ない

と明 らか に認 め られ な いため、非 公 開 と した もので

あ り、その理 由 は次の とお りであ る。



( ア) レ ンズ加工 に必要 な各種機械 の名称、 出力が記

載 され た部分 につ いて は、機械 等 の種類 、 出力か

ら能力 が容 易 に推 演1 でき、 また、 1 階 ( 工場) 平

面 図 に記載 された当該機 械等 の配 置か らは、 この

工場 の能 力、製造工程 等 が計 り知 れ る。 したが っ

て、 これ らの情報 は当該 法人 の生 産 活動上 の秘密

に関す る情 報 と考 え られ る。

よ って、 公開す ることによ り当該法人 に不利益

を与 え な い と明 らか に認 め られ る もの以外 の情報

で あ り、本 号本文 に該 当す る。

( イ) 第 二 者 で あ る当該法人 に対 し公 開 した場合の支

障 の有 無 につ いて聴 いた ところ、支 障が あ るとの

こ とで あ った。 どのよ うな支 障が あ るか について

は聴 いて いない。

特 許 の 話 につ い て は、 後 日 ( 決定 後 ) 当 該 法人

か ら聴 い た が 、 本 件 の公 開 請 求 に係 る情 報 とは別

で あ る。

( 2 ) 条 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 た だ し書 該 当 性 につ いて

本 件 に係 る建 築 計 画 は、 建 築 基 準 法 等 関 係 法 令 に道

合 して い る も の で あ り、 ま た 、 確 認 申請 に係 る J 「業活

動 に よ って 、 現 に発 生 して い る危 険 、 損 害 は な く、将



来 発 生 す る こ と も確 実 とは い え な い。

したが って 、 た だ し書 、 ア 、 イ の い ず れ に も該 当 し

な い。

3 ) 請 求 対 象 文 書 の特 定 につ い て

請 求 の 内容 を請 求 者 に確 認 した と こ ろ、 計 画 建 築 物

の面 積 、 原 動 機 の 種 類 、 壁 の 構 造 等 で あ る、 とい うこ

とで あ った。 ま た、 請 求 書 に記 載 の請 求 目的 か ら も計

画建 築 物 の情 報 とい う こ とが 明確 で あ った ため、 「基

準 時 の配 置 図 及 び 1 、 2 階 平 面 図 」 、 新 1 日面積 等 対 照

表 中 、 「基 準 時 の敷 地 面 積 等 に関 す る部 分 J 等 基 準 峰

に関 す る情 報 につ い て は、 請 求 の 対 象 外 と した。 た だ

し、 基 準 時 の 機 械 名 につ いて は、 請 求 の内 容 ( 生活環

境 全 般 に及 ぼ す影 響 ) か ら して、 請 求 の対 象 と した。

審 査 会 の判 断 理 由

( 1 ) 本 件 文 書 の性 格 につ い て

本件文書 に係 る建築物 は、 いわ ゆ る 「既存不適格建

築物」 と称 され る建築物 の改築 と して、建築基準法第

3 条 第 2 項 及 び同法第 8 6 条 の 2 の 適 用を受 け る もの

と して、 同法第 6 条 第 1 項 の規定 に基 づ いて、相模原

市建築主事 に確認 の 申請 が され、 同条 第 3 項 の規定 に

よ り確認 の通知が され た ものであ って、本件文書 は、



この 申請 書 類 で あ る。

( 2 ) 条 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 本 文 該 当 性 につ いて

ア 条 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 は、 法 人 ( 国及 び地 方 公

共 団 体 を 除 く。 ) そ の 他 の 団 体 ( 以下 「法人 等 」 と

い う。 ) に 関 す る情 報 で あ って 、 公 開 す る こ とに よ

り当 該 法 人 等 に不 利 益 を与 え な い と明 らか に認 め ら

れ る もの以 外 の もの は公 開 しな い こ とが で きる と し

て い る。            ヤ

イ  「 不 利 益 を 与 え な い と明 らか に認 め られ る もの 以

外 の ものJ に 該 当 す るか 否 か の半1 断は、 「さが み は

らの 公 文 書 公 開 ( 条 例 の 解 釈 及 び 運 用 の基 準 ) J

( 以下 「解 釈 運 用 基 準 」 とい う。 ) に よれ ば、 「不

利 益 を与 え な い と明 らか に認 め られ る もの」 に該 当

す るか 否 か を判 断 す る こ と に よ って 本 号 に該 当す る

かどうかを判断することとし、また、本号本文に該

当しない情報、すなわち 「不利益を与えないと明ら

か に認 め られ る情 報 J を 次 の① ～ ④ に分類 整 型 す る

と と もに それ ぞれ 該 当 す る情 報 の 具 体 例 を掲 げ、 具

体 例 に掲 げ られ た よ うな情 報 は公 開 す る もの で あ り、

そ れ 以 外 の情 報 は公 開 しな い こ とが で きる もの で あ

る と して い る。



「不利益 を与 え ない と明 らか に認 め られ る情報J

と して分類 整理 され た情報

①  何 人 で も法令 の規 定 によ り関覧 で きる とされて

い る情報

②  公 表 す る ことを 目的 と して作成 し、又 は取得 し

た情報

③  統 計 の よ うに素材が処理、加 工 されて いて、個

々の法人等 が識 丹1できな くな って い る情報

④  そ の他公 開す る ことによ り、法人等 に不 利益 を

与 えない と明 らか に認 め られ る情報

ウ そ こで、実施機 関が非公 開 と した情報 が、 前記 イ

① ～④ に該 当す るか否 かにつ いて検 討す る。

(ア)① ～③ に該 当す る情報 でない ことは明 らかであ

る。

( イ) ④ の 「そ の他公 開す る こと によ り、 法人 等 に不

利益 を与 え な い と明 らか に認 め られ る情報」 の具

体例 と して解 釈運用基準 には 「法令 の規 定 によ り

行 われ た許可 、免許、届 出等 に関す る情報 ～中略

～であ って、一 件書類 の中の秘 密 を除 いた ものJ

が掲 げ られ て い る。

本 件 文 書 は、 建 築 基 準 法 の規 定 に基 づ い て確認



の 申請 が され た ものであ るか ら、 この具体例 に掲

げ られ た情報 の前段 部分 に該 当す る情報 と認 め ら

れ る。

次 に後段 部分 の 「秘密」 に該 当す るか否 かにつ

いて検 討す る。

( ウ) 実 施 機 関 は、非 公開 と した情 報 か ら工場 の能力、

製造工 程等が計 り知 れ る。 したが って、当該法人

の生 産活動上 の秘 密 に関す る情報 で あ り、公開す

る こ とによ り、 当該法人 に不利益 を与 えない と明

らか に認 め られ る もの以外 の もの で あ り、 また、

本件 文書 の公 開 に当た って第三者 で あ る当該法人

か ら意見 を聴 いた ところ、公 開す る ことに支障が

あ る との回答 を得 て いる、 と説 明 して いる。

( 工) 当 審 査会 と して は、非 公開 とされ た情報 の内容

及び実施機関の説明からギけでは、非公開とされ

た情 報 が 当該 法 人 の生 産 活 動 上 の 「秘 密 J に 関す

る情 報 で あ るか 否 か につ いて判 断 し難 い もの で あ

った 。 この た め 当審 査 会 は、 実 施 機 関 が非 公 開 と

した情 報 が 当 該 法 人 の 「秘 密 J に 関 す る情 報 で あ

るか 、 公 開 す る こ とに よ り当該 法 人 に不 利 益 を与

え る こ と とな るの か否 か につ い て 、 当該 法 人 か ら



意 見 を求 め る と と もに公 開特 許 公 報 に よ り調 査 検

討 を行 った。

( オ) ま ず 、 非 公 開 と され て い る情 報 と当該 法 人 の 当

該 情 報 に係 る事 業 活 動 との 関 係 にヽつ い て検 討 した

・
結 果 、 当該 法 人 が レ ンズ加 工 を 本 件 建 築 物 の 当該

地 にお いて 従 前 か ら行 い、 か つ 、 レ ンズ加 工 業 を

営 ん で い る こ と、 レ ンズ加 工 の 方 法 につ い て は、

特 許 を有 し、 そ の 内容 につ い て は、 公 開 特 許 公 報

( 特許 出願 公 開 昭 5 4 - 1 1 7 5 1 3 ほ か 3 件 )

に よ リー 般 に公 開 され て い る もの で あ る こ と、 斉

公 開 と され て い る情 報 は、 この よ うな レ ンズ加 工

を行 うた め の 機 械 の名 称 等 の情 報 で あ る こ とが 語

め られ る もの で あ った。

( 力) そ こで 、 この 公 開特 許 公 報 に よ り示 され た レ ン

ズ の製 造 方 法 と、 非 公 開 とされ て い る機 械 の名 称 、

出力及 び機 械 の 配 置 に 関 す る情 報 につ いて 検 討 す

る。

①  ま ず 、 非 公 開 と され て い る機 械 の名 称 につ いて

で あ るが 、 一 部 の機 械 を 除 いて は レ ンズ加 工 を行

う事 業 者 に と って は、 通 常 必 要 とされ る機 械 の一

般 的 な名 称 ( 呼び名 ) を 示 した もの で あ る と考 え



られ る。

また、一 部 の機械 につ いて は公 開特許公報 の内

容 か らす る と、 当該 法人 の特 許 に係 る レンズの力『

工 に用 い る機械 であ る こ とが認 め られ るが、 これ

につ いて も機械 の名称 ( 呼び名 ) を 示 した もので

あ って、 当該 法人が公 開特 許公報 によ り示 した レ

シズの製造方 法 か らす る と必 要 とされ る機械であ

る ことは明 らかであ る。

②  次 に、機 械 の名称 とと もに記載 され た、機械 の

出力 にっ いて検 討す る。 出力 につ いて は、機械を

作動 させ るモー ターの 出力 を示 した もので あるが、

当該情報 に は機械 の構 造 及 び機能等 につ いての記

載 は され て いない。

ところで、 レンズ加工 業 を営 む他 の事業者が同

一 の機械 、 同一 の方 法 に よ リ レンズ加工 を行 って

い る場合 に は、 モー ターの 出力か らレンズの生産

能力が推 測 され るこ と も考 え られ ないで はないが、

当該 法人 は特許権 を有 し他 の事 業者 と異 な った方

法 に よ リ レ ンズ 加工 を行 って い る こ と、 ま た、 他

の事 業 者 と異 な った 機 械 を 用 い て い る こ と は容 易

に推 測 され 得 る と ころ で あ る。 したが っで 、本 件



文書 に記載 の機 械 の名称 及 び出力 か らだ けで は レ

ンズの生 産能 力 が明 らか にな る とは考 え られない。

また、実施機 関 は、機械 の配 置か ら製 造工程等

が計 り知 れ る、 と説 明 して いるが、 レンズの製造

方 法及 び実施態 様等 につ いて、 当該法人 は公関特

許公報 によ り明 らか に してい る ことか ら考 え ると

「機械 の配 置が 当該法人 の秘密 に関す る情報であ

るJ と い う実施 機 関の説 明 は採用 す る ことがで き

ない。

( キ) 以 上 の こと及 び当審査 会 と して 当該 法人 か ら書

面及 び □頭 によ り聴 いた意見を総 合 す ると、実施

機 関が 当該法人 の生 産活動上 の 「秘 密 J に 関す る

情報 で あ ると して非公開 と した機 械 の名称等 につ

いて は、条例第 6 条 第 1 項 第 2 号 本 文 に該 当 しな

い情報 の具体例 と して掲 げられ た 「法 令の規定 に

よ り行 わ れ た 許 可 、 免 許 、 届 出等 に関 す る情 報

～中略～で あ って、一件書類 の中 の秘 密 を除 いた

もの」 に該 当す る と判 断す る。

( ク) よ って、 当審 査会 は、実施機 関 が条 例第 6 条 第

1 項 第 2 号 本文 に該 当す ると して本件 文書 の一部

を非公 開 と した決 定 は相 当で な い と判 断す る。



( 3 ) 条 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 ただ し書 該 当 社 につ い て

不 服 申立 人 及 び実 施 機 関 は、 た だ し書 に もそ れ ぞ

れ 言 及 して い るが 、 本 件 文 書 に記 載 され た機 械 の名

称 、 出力 等 を公 開 して も、 同号 本 文 に は該 当 しな い

と判 断 した の で 、 た だ し書 につ いて の判 断 は必 要 と

しな い。

( 4 ) 請 求 の対 象 情 報 に つ い て

本 件 公 文 書 公 開 請 求 に対 して、 実 施 機 関 が 請 求 の

対 象 と した公 文 書 の 範 囲 につ いて、 実 施 機 関 及 び不

服 申立 人 の 間 で 意 見 の相 達 が 見 られ るが 、 当 審 査 会

と して は、 請 求 書 に記 され た内容 及 び双 方 の 意 見 か

ら は請 求 の範 囲 につ い て客 観 的 な半」断 は し難 い もの

で あ るが 、 実 施 機 関 が 請 求 の対 象 外 で あ る と した基

準 時 の 「配 置 図 及 び 1 、 2 階 平 面 図 J 及 び新 旧面 積

等 対 照 表 中 の 「基 準 時 の敷 地 面 積 等 に関 す る部分 」

につ いて は、 非 公 開 とす べ き情 報 で な い こ とが 認 め

られ るた め、 本 件 決 定 にお いて非 公 開 と した 部分 の

公 開 と合 せ 情 報 提 供 に よ る公 開 に努 め られ る こ とを

幼 待 す る。

な お 、 不 服 申立 人 は意 見 陳述 に お いて 、 周 辺 地 域

の 生 活 環 境 全 般 に影 響 を及 ぼす 内 容 に係 る図 ギF であ



れ ば、請求 に係 る確認 申請書類 に こだわ らず、基 準

時 の 「地籍演1 量図」又 は 「土地実 演1 図J に つ いて も

公 開すべ きもので あ る と して い るが、 これ につ いて

は本件請求 に係 る確 認 申請 書類 に含 まれ ない もので

あ るか ら、本件不 服 申立 て及 び当審 査会 の審 議 の対

象 とはな らない。

( 5 ) 一 部公開の実施 方 法 につ いて

実施機関 は、 「1 階 ( 工場 ) 平 面 図J 及 び 「新 1 日

面積 等対照表J の それ ぞれ一 部 につ いて非公 開 と し、

残 りの部分 につ いて一部公 開 の実施 ( 間覧及 び写 し

の交付) を 行 った ものであ るが、非 公開部分 を分離

す る方法 と して、 「1 階 ( 工場 ) 平 面図」 につ いて

は非公開部分 を覆 って複写 した もの によ って、 また、

「新 旧面積等対照表 J に つ いて は、 当該対 照表 のす

べてを複写 し、非 公 開部分 を黒塗 りし、更 に これを

複写 した もの に よ って公開 を行 って いる。非 公 開部

分 を分離す る方 法 と して は 「解釈運用基準」 によれ

ば、 この いずれ の方法 によ って もよい もの とされて

い るが、 同一 の請 求 に対 して行 う一 部公 開 に当た っ

て は、 いずれか統一 した方 法 によ るべ きで あ る。

また、今回 の決定 にあ って は、 「新 日面積 等対照



表」 に請求 の対 象 部分 とそれ以外 の部分が あ り、 な

おかつ請求 の対象 部分 に非 公 開部分 とそれ以外の部

分が混在 して いたため、実 施機関 は、請求 の対象 で

ない とす る部分 につ いて も非 公開 とす る部分 と同様

に黒塗 り し公 開 を行 って い るが、一 部公開を受 ける

請求者 に とって は、請求 の対象外 とされた部分 と非

公開 とされ た部分 が分 か りに くい ものであ る。今後

この点 につ いて も検討 を図 る必要 が あ る。

なお、今後 井公 開部分 とそれ以外 の部分が 同一 の

ベ ー ジに記載 され て い ると きの非 公開部分を分離す

る方 法 と して は、該 当す るベ ー ジのすべてを被写 し

て、非公 開部分 を マ ジ ック等 で消 した上 で、更 にそ

れを複写 した もの を もって公 開す る方法 によ ること

が適切 で あ ろ う。

審 査 会 の 処 理 経 過

当審 査 会 の処 理 経 過 は、別 紙 の とお りで あ る。



別 紙

審 査 会 の 処 理 経 過

月年 日 処 理 内 容

5     6   1 0 〇  諮  問

6 1 1 ○実施機関 (主管 t建 築指導部建築審査課)に

公文書公開 (一部公開)決 定理 由説 明書 の提

出依頼

6

6

2 2

2 3

○実施機関か ら、公文書公剛 (一部公開)決 定

理 由説明書を受理

○不服 申立人に公文書公開 (一部公開)決 定理

由説明書の写 しを送付及び当該理 由説明書に

対す る意見書の提 出依頼

7     2

( 第3 7 回審査会)

○ 審  議

7 5 〇不服申立人か ら、公文書公開 (一部公開)決

定理由説明書に対する意見書を受理

7 6 実施機関に公文書公開 (一部公開)決 定理

由説明書に対す る意見書の写 しを送付

○

7  2 2

(第3 8回審査会)

実施機関の職員 (建築審査課長 ほか

ら非公開理 由説 明の聴取

審  議

1 名 )

か

○

〇

8     6

(第3 9回審査会)

○ 審  議

9     2

( 第4 0 回審査会)

○

○

不服 申立人か

審 議

ら意見 の聴取

1 0   7

(第4 1回審査会)

○ 審  議

1 1   4

( 第4 2 回審査会)

○ 審  議

1 2   2

( 第4 3 回審査会)

議

中

審

答

Ｏ

Ｏ


